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居宅介護支援事業所 重要事項説明書 

[令和６年４月１日～] 

 

1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 【０１８６－４９－３４３３】  （３６５日２４時間受付可能） 

担 当  管理者・介護支援専門員   武田 真紀  

※ 上記番号に電話して６回コール音がして誰も電話に出ないと、自動的に法人代表

携帯電話に転送されます。携帯電話への通話料金は当方が負担しますのでご安心

下さい。ご不明な点は、お気軽におたずねください。 

直接、下記携帯電話にご連絡頂いても結構です。 

携帯番号【０９０－９５３５－３６６７】 （３６５日２４時間受付可能） 

 

2. 当居宅介護支援事業所の概要 

（1） 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 ケアセンター一心堂 

所在地 大館市東台２丁目１－７５－２ 

事業所の指定番号 居宅介護支援事業  （秋田県  第 0570401117 号） 

サービスを提供する実施地域 大館市および近隣市町村 

※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

（2） 事業所の職員体制 

管理者（介護支援専門員） １名 （兼務） 

介護支援専門員            １名 

 

（3） 営業時間 

月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分まで 

  （休業日： 日曜・祝日・８月１３日～１４日・１２月３１日～１月２日） 

ただし、電話等を利用して３６５日２４時間常時連絡できる体制を確保し、

かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応致します。 

（4） 特定事業所加算制度について  →令和３年４月１日現在この項目適用外 

当事業所は、特定事業所加算制度の対象事業所です。【特定事業所加算（Ⅲ）】 

「公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であ

ること」「常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、

どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制を整備すること」を遵守

し、その上で以下の体制を整えています。 

① 地域包括支援センター等から支援困難な利用者の紹介があった場合は、当 

該利用者に対する居宅介護支援業務を積極的に受け入れる。 



 2 

② 24 時間常時連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に

対応する体制を確保する。 

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

目的とした会議を定期的（週 1回以上）に開催する。 

④ 介護支援専門員１人当たり（常勤換算方法による）の担当利用者数を４０名

未満とする。 

⑤ 居宅介護支援における特定事業所集中減算は行わない。 

 

 

3. 利用料金 

（1） 利用料（ケアプラン作成料） 

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自

己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなっ

た場合、１ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサ

ービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓

口に提出しますと、全額払戻を受けられます。 

 

【居宅介護支援 利用料】 

① 介護支援専門員取扱件数４５件未満の場合（居宅介護支援費Ⅰ‐ⅰ） 

要介護１・２ １０，８６０円   要介護３・４・５ １４，１１０円 

② 介護支援専門員取扱件数４５件以上６０件未満の場合（居宅介護支援費Ⅰ-ⅱ） 

要介護１・２  ５，４４０円   要介護３・４・５  ７，０４０円 

＊４５件未満の部分は居宅介護支援費Ⅰを適用する。 

③介護支援専門員取扱件数６０件以上場合（居宅介護支援費Ⅰ-ⅲ） 

要介護１・２  ３，２６０円   要介護３・４・５  ４，２２０円 

＊40 件未満の部分は居宅介護支援費Ⅰを適用する。 

 

【居宅介護支援 加算関係】 

① 特定事業所加算  →令和３年４月１日現在この項目適用外 

特定事業所加算（Ⅰ） ５，０００円/月 

特定事業所加算（Ⅱ） ４，０００円/月 

特定事業所加算（Ⅲ） ３,０００円/月  

特定事業所加算（Ⅳ） １，２５０円/月 

ただし、上記 2.（４）の算定条件を満たさない場合は加算されません。 
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① 入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２，５００円/月 

 入院時情報連携加算（Ⅱ） ２，０００円/月 

② 退院退所加算 （入院または入所期間中１回を限度に）  

 退院退所加算Ⅰ１  連携１回 ４，５００円 カンファレンス参加なし 

 退院退所加算Ⅰ２  連携２回 ６，０００円 カンファレンス参加なし 

退院退所加算Ⅱ１  連携１回 ６，０００円 カンファレンス参加あり 

退院退所加算Ⅱ２  連携２回 ７，５００円 カンファレンス参加あり 

退院退所加算Ⅲ   連携３回 ９，０００円 カンファレンス参加あり 

③ 通院時情報連携加算（１人/月１回）            ５００円 

④ 初回加算                      ３,０００円/月 

⑤ 緊急時等居宅カンファレンス加算（月に２回を限度に） ２，０００円 

⑥ ターミナルケアマネジメント加算           ４，０００円/月 

⑦ 特別地域加算              所定単位数×１５/１００ 

 

（2） 交通費 

大館市にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお

訪ねするための交通費を請求させていただく場合があります。 

 

（3） 解約料 

お客様はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。 

 

4. サービス内容に関する苦情処理体制 

（1） 当事業所の相談・苦情処理体制について 

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づい

て提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専

門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希

望される方はお申し出ください。 

 

（2） 苦情処理手順 

① 苦情または相談があった場合は、ただちに責任者が相手方に連絡を取り、直

接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認する。 

② 責任者が必要あると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行なう。

（検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する） 

③ 検討の結果、必ず翌日までには具体的な対応をする。 

④ 記録を台帳（パソコンのデータべース）に保管し、今後の再発防止役立てる。 
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（3） 苦情処理窓口 

当事業所以外にも県・市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。 

事業者の窓口 直通電話（携帯） 

２４時間対応  

苦情・相談受付担当者 代表 丸山朋也 

ＴＥＬ：０９０－９５３５－３６６７ 

（有）トータルケア一心堂 

ケアセンター 一心堂 苦情相談窓口 

大館市東台２丁目１―７５－２ 

ＴＥＬ：０１８６－４９－３４３３ 

市町村の窓口 ［長寿課介護保険係］ ＴＥＬ：０１８６－４９－７０５５ 

県の窓口［県国民健康保険団体連合会］ ＴＥＬ：０１８－８８３－１５５０㈹ 

 

5. 秘密の保持 

事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知

り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

この守秘義務は契約終了後も同様です。また、サービス担当者会議等において、情

報を共有するために必要最小限の範囲で個人情報を用いることを、別紙「個人情報

使用同意書」によってご同意いただきます。 

 

6. 事故発生時の対応 

事業を行うにあたり、万が一事故が発生した場合、管理者は速やかに事故処理委員会

を設置し、利用者の立場を考慮しながら当事者より事実関係の聞き取り等を行い、事

故の状況を詳細に把握します。その後、把握した事故の状況を検討し、原因を究明し、

会社理事会及び市町村、関係機関へ対応方法を含めた結果報告を行ないます。また、

事故処理に対する時下の決定を下し、損害の賠償が必要となった場合は、会社理事会

において損害賠償の弁済の承認を得、損害賠償を行ないます。 

 

7. その他の運営についての事項 

  虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うととも

に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとします。 

 

ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、ケアプランを作成しているデ

イ・地域密着型デイ・訪問介護・福祉用具貸与の利用割合を説明します。（別紙参照） 
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8. 当法人の概要 

法人種別・名称  有限会社トータルケア一心堂 

資本金            ３百万円（資本準備金含む）  

社員数            ９０名  ※令和７年４月１日現在 

設  立            平成１２年２月 

所在地・電話   大館市東台２丁目１－７５－２ 

代表取締役  丸 山 朋 也    電話 ０１８６－４９－３４３３ 

事業内容          居宅介護支援、通所介護、訪問看護、看護小規模多機能型居宅介

護、福祉用具、訪問療養マッサージ、放課後等デイサービス 

 

利用者に対して本書面にもとづいて重要な事項を説明しました。その上で、以上の契約を

証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、１通ずつ保有するもの

とします。 

 

契約締結日 令和 7 年   7 月   日 

 

          事 業 者（指定事業者番号：０５７０４０１１１７） 

           所  在  地      ：大館市東台２丁目１－７５－２ 

            事 業 者 名      ：（有）トータルケア一心堂  

            代 表 者 名      ：代表取締役 丸山 朋也           印 

 

            事 業 所 名      ：大館市東台２丁目１－７５－２ 

ケアセンター 一心堂 

            説 明 者 名      ：介護支援専門員 武田 真紀       印 

                       

 

  私は、契約書および契約書別紙を受領し、事業者から居宅介護支援サービスについて

の詳しい説明を受けました。その上で、当契約に調印致します。 

      

利 用 者 

        住    所： 

        氏    名：                   印 

 

 

    （代 理 人） 

        住    所： 

        氏    名：                   印 


